
一、特定化学物質の第二類物質に、ナフタレン等及びリフラクトリーセラミックファイバー等を追加　
1　ナフタレン及びナフタレンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
2　�リフラクトリーセラミックファイバー及びリフラクトリーセラミックファイバーをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物

二、ナフタレン等及びリフラクトリーセラミックファイバー等に係る適用除外業務　
1　�ナフタレン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、次に掲げる業務については、特化則の規定を適用しないこと。
� （一）��液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備(密閉式の構造のものに限る。�（二）において同じ。)から試料を採取する業務
� （二）�液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備から液体状のナフタレン等をタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
� （三）液体状のナフタレン等を常温で取り扱う業務（一）及び（二）に掲げる業務を除く。)
2　�リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う業務のうち、リフラクトリーセラ�ミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業
務(当該物の切断、�穿孔、研磨等のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く�。)については、特化則の規定を適用しないこと。

経過措置　
1　�平成29年10月31日までの間は、当該作業の作
業主任者を選任することを要しない。

2　�施行日に現存するものについては、平成28年4
月30日までの間は、安衛則第57条第1項（SDS
の交付等）は適用しない。

3　�事業者は、新令第21条7号に揚げる作業場につ
いて、平成28年10月31日までの間は、作業環
境測定を行うことを要しない。

法改正により、特定化学物質の
第二類物質へ新たに2種類加わります
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808-13C815-46 （ナフタレン） 815-47 （リフラクトリーセラミックファイバー）

特定化学物質等標識 　

サイズ：450×300×1.2mm厚　材質：エコユニボード（2.5mmφ穴4スミ）

802-021

特化則第24条
立入禁止措置

802-711

RCFに係る措置

802-091

特化則第24条
立入禁止措置

802-271

特化則第38条の2
立入禁止措置

平成29年10月31日
までに、作業主任者を
選任しておきましょう�！

サイズ：600×450×1.2mm厚　材質：エコユニボード（2.5mmφ穴4スミ）

11/9 発売予定

その他の
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CM025

ISO 9001　仙台工場認証取得

品番索引
P.507▶

品名索引
P.499▶

安全標識

スタンド看板

コーン・
区画用品

交通標識・
用品

路面表示

テープ

安全クッション

施設案内表示

避難誘導・
消防用品

防災・訓練・
防犯

身につける用品

たれ幕・
横幕・旗

掲示板・ボード

事務所用品

安全機器

手作り表示

ISO・推進用品

配管識別・
バルブ表示板

取付具

特注品・素材


